
　　　　２２２２　　　　施策施策施策施策のののの成果把握成果把握成果把握成果把握

　　　　１１１１　　　　基本計画期間基本計画期間基本計画期間基本計画期間（2018（2018（2018（2018年度年度年度年度～2022～2022～2022～2022年度年度年度年度））））におけるにおけるにおけるにおける施策施策施策施策のののの方針方針方針方針

施策名

政策
体系

政策No. 6 政策名 しんらい（信頼される行政経営によるまちづくり） 施 策 幹 事 課 財政課

施策No. 2 施策幹事課長名 小倉　正実

①成果指標　（意図の達成度を表す指標）

◎目標達成（100％以上）　　　 △目標を未達成（100％未満）

単位 区分 2018年度 2019年度 2020年度

　市税等の安定確保に努めるほか、未利用財産の売却処分等による新たな財源の確保に取り組みます。
　また、歳入に見合った予算編成を行うため、経費全般にわたる見直しや公共施設保有量の見直し・適正化による経費削減に取り組みます。
　さらに、引き続き市債残高の縮減や適正規模の基金残高を確保することで財政基盤の強化を図り、将来にわたり持続可能な財政運営を確立し
ます。

2019 年度 施策施策施策施策マネジメントシートマネジメントシートマネジメントシートマネジメントシート　(2018　(2018　(2018　(2018年度目標達成度評価)年度目標達成度評価)年度目標達成度評価)年度目標達成度評価)

施策
関係課名

財政課、財産管理課、税務課、収納課、工事契約検査課、建設政策課、建築住宅課、会計課

持続可能な財政運営の推進

2021年度 2022年度
目標達成
の方向性

A 億円

成り行き値 26.63 26.63 26.63 26.63 26.63

達成率 #DIV/0!

目標値 19.46 21.27 21.20 17.92

実績値 26.63

結果 #DIV/0!

更なる減少
を目指しま
す

B 市債残高 億円

目標値 553.10 540.24 516.63

成り行き値 574.81 574.81

達成率 #DIV/0!

511.48

実績値 574.81

C
基金残高（財政調整基金、減債基金、特
定建設事業基金の残高合計）

億円

成り行き値 135.95 119.86 97.51 75.28 53.58

目標値 122.26 102.71 83.68 66.41

実績値

結果 #DIV/0!

達成率 #DIV/0!

135.95

Ｄ

目標値

成り行き値

達成率

実績値

目標値

実績値

結果

達成率

成り行き値

② 成果指標の測定方法　（実際にどのように実績を把握す
るか）
Ａ　一般財源の歳入額と歳出額の差（当初予算の財政調整基
金繰入額）
※当初予算の財政調整基金繰入額

Ｂ　市債残高
※当初予算時点における当該年度末市債残高の見込額

Ｃ　基金残高（財政調整基金、減債基金、特定建設事業基金
の残高合計）
※当初予算時点における当該年度末３基金残高の見込額

＊各成果指標は、霧島市経営健全化計画（第３次）で掲げた
３つの重点事項に基づき設定している。同計画は、2019～
2021年度の３か年計画であるため、2022年度の数値は、同計
画の財政計画に参考として掲載したものである。なお、同計
画では各指標の見込額としており、目標額ではない。

＊2018年度は、霧島市経営健全化計画の第２次計画と第３次
計画の間の空白年度にあたるため、2018年度の目標値は設定
していない。

A

収支不足額の改善を図り、毎年度の当初予算編成における財政調整
基金繰入額の抑制を図る。

Ｂ

新規の借入額を償還元金以内に抑制することを原則として、市債残
高の縮減を図る。

Ｃ

３基金残高は、収支不足額への対応や大規模な普通建設事業費等へ
の活用により、今後は大きく減少する見込であるが、事業の選択と
集中による経費削減や歳入の確保に取り組むことで基金の涵養を図
る。

Ｄ

Ｅ

Ｆ

574.81 574.81

結果 #DIV/0!

③ 2022年度の目標値設定の考え方

Ｅ

一般財源の歳入額と歳出額の差（当初予
算の財政調整基金繰入額）

更なる減少
を目指しま
す

減少の抑
制を目指し
ます

結果

574.81



　　　　５５５５　2019　2019　2019　2019年度施策年度施策年度施策年度施策のののの取組方針取組方針取組方針取組方針 　　　　６６６６　2020　2020　2020　2020年度施策年度施策年度施策年度施策のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

■霧島市経営健全化計画（第３次）に基づき歳入確保対策及び
歳出削減対策に取り組むことで、市債残高の縮減や３基金残高
の涵養を図る。
■口座振替の利用やコンビニエンスストアでの納付の促進を通
じて納付率の維持・向上に取り組む。
■市税等については、納付資力がある一方で自主納付されない
場合、差押等の法的措置を行う。
■納期内納付向上策として、納めやすい納税環境の更なる整備
を検討する。
■霧島市公共施設管理計画の第1期実施計画について、前期計画
の振り返りを行うとともに、後期計画を策定し、更なる計画の
推進を図る。
■未利用財産の利活用に係るルールを策定する。

■霧島市経営健全化計画（第３次）に基づき歳入確保対策及び歳出
削減対策に取り組むことで、市債残高の縮減や３基金残高の涵養を
図る。
■口座振替の利用やコンビニエンスストアでの納付の促進を通じて
納付率の維持・向上に取り組む。
■市税等については、納付資力がある一方で自主納付されない場
合、差押等の法的措置を行う。
■納期内納付向上策として、納めやすい納税環境の更なる整備に取
り組む。
■第1期実施計画後期に基づき、施設保有量の適正化等に取り組
む。
■未利用財産の利活用を推進する。

　本市はこれまで、市債残高の縮減や基金の積立等により財政基盤の強化を図るとともに、コンビニエンスストアでの納付をはじめ
とした納税者の利便性向上や納税相談等を通じた滞納の防止などの収納対策に取り組み、健全な財政運営に努めてきました。
　しかしながら今後は、普通交付税における合併特例措置の終了や少子高齢化に伴う労働人口の変化による市税収入の減少など、市
政運営に活用できる財源の縮小が見込まれる中で、社会保障関係経費の増大は避けられない状況にあり、予算編成は一層厳しさを増
すと予想されます。
　このような状況を踏まえ、本市が将来にわたり持続可能な財政運営を推進していくには、政策効果の乏しい事務事業の見直しを行
い、真に必要で成果向上余地の高い事業を重点化する仕組みを強化するとともに、市税等の安定確保に向けて一層積極的に取り組ん
でいく必要があります。
　また、本市の公共施設の多くは、合併以前に旧市町において整備されたもので、今後、一斉に更新時期を迎え莫大な財政支出が見
込まれることから、市民の理解を得ながら、施設保有量の見直し・適正化を進めるとともに、未利用財産については、売却による処
分や貸付による有効活用を推進していく必要があります。

■今後の財政運営の指針となる新たな「霧島市経営健全化計
画」を策定する。
■今後の社会資本整備等の財源とするため、「新市まちづくり
計画」を変更し、合併特例債の発行額の引き上げと発行期限の
延長をする。（合併特例債は、普通交付税の算定で措置される
元利償還金の割合が他の市債に比べて高く、財政上有利な市
債）
■口座振替の利用やコンビニエンスストアでの納付の促進を通
じて収納率の維持・向上に取り組む。
■市税等については、納付資力がある一方で自主納付されない
場合、差押等の法的措置を行う。
■「霧島市公共施設管理計画」や「第1期実施計画前期」に基づ
き、施設保有量の適正化や維持管理手法の見直し等に取り組
む。
■未利用財産を売却する。

■健全な財政基盤を将来にわたって維持することを目的に「霧島市
経営健全化計画（第３次）」を策定した。
■「新市まちづくり計画」を変更して、合併特例債の発行額を引き
上げるとともに、発行期限を2025年度まで延長した。
■収納率の維持・向上に取り組んだ。
収納率　（　）内は対前年度増減率
　市税　96.9％（＋0.3％）
　国民健康保険税　83.8％（＋4.0％）
　介護保険料　98.6％（＋0.4％）
　住宅使用料　99.7％（▲0.1％）
■差押等の法的措置を徹底して行った。（差押件数：1,900件）
■市営住宅の除却、老人ホームの民営化及び高圧受電施設への新電
力導入を行った。
■陵北団地など、未利用財産を売却した。

　　　　４４４４　　　　施策施策施策施策のののの現状現状現状現状

①2018年度施策の取組方針 ②2018年度の取組方針の達成状況

　　　　３３３３　　　　基本計画期間基本計画期間基本計画期間基本計画期間でででで解決解決解決解決すべきすべきすべきすべき施策施策施策施策のののの課題課題課題課題(総合計画より)



-

■霧島市経営健全化計画（第３次）に基づく歳入確保の取組の一
つとして、使用料・手数料の見直しを行う。
■霧島市経営健全化計画（第３次）に基づく歳出削減の取組の一
つとして、補助金や一部の報償費の見直しに向けた検討を行う。
■予算執行基準等の徹底を図るため、予算執行説明会を開催す
る。

■霧島市経営健全化計画（第３次）に基づく歳出削減の取組の一
つとして、補助金や一部の報償費の見直しを行う。
■霧島市経営健全化計画（第３次）に基づく歳出削減の取組の一
つとして、負担金や単独扶助費の見直しに向けた検討を行う。
■予算執行基準等の徹底を図るため、予算執行説明会を開催す
る。
■霧島市経営健全化計画（第３次）の後継計画の策定を検討す
る。

　市税や使用料等の安定的な確保や、定期的な使用料・手数料の検証による受益者負担の適正化に加え、未利用財産の売却処分等を
行うことで積極的な財源確保に努めます。
　また、市債残高の縮減による公債費の削減や経費全般にわたる見直しに取り組み、限られた財源の中で社会情勢等を踏まえた事業
の選択と集中を行い、収支不足額の抑制を図ります。
　さらに、予算執行基準等の徹底を図ることで、公共工事などにおける公正性・公平性を確保し、適正な予算執行に努めます。

■今後の財政運営の指針となる新たな「霧島市経営健全化計画」
を策定する。
■今後の社会資本整備等の財源とするため、「新市まちづくり計
画」を変更し、合併特例債の発行額の引き上げと発行期限の延長
をする。（合併特例債は、普通交付税の算定で措置される元利償
還金の割合が他の市債に比べて高く、財政上有利な市債）
■予算執行基準等の徹底を図るため、予算執行説明会を開催す
る。

■健全な財政基盤を将来にわたって維持することを目的に「霧島
市経営健全化計画（第３次）」を策定した。
■「新市まちづくり計画」を変更して、合併特例債の発行額を引
き上げるとともに、発行期限を2025年度まで延長した。
■例年開催している予算執行説明会に加え、旅費の予算執行に特
化した説明会も開催し、執行基準等の徹底に取り組んだ。

6
2
1

　　　　５ ５ ５ ５ 2019年度基本事業2019年度基本事業2019年度基本事業2019年度基本事業のののの取組方針取組方針取組方針取組方針 　　　　６ ６ ６ ６ 2020年度基本事業2020年度基本事業2020年度基本事業2020年度基本事業のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

　　　　１１１１　　　　基本事業基本事業基本事業基本事業のののの目的目的目的目的、、、、取組方針取組方針取組方針取組方針（総合計画より）

　　　　２２２２　　　　基本事業基本事業基本事業基本事業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況（（（（対象者対象者対象者対象者やややや根拠法令等根拠法令等根拠法令等根拠法令等））））はどのようにはどのようにはどのようにはどのように変化変化変化変化しているかしているかしているかしているか、、、、更更更更にににに今後今後今後今後どうどうどうどう変化変化変化変化するかするかするかするか？？？？

　　　　３ ３ ３ ３ 2018年度基本事業2018年度基本事業2018年度基本事業2018年度基本事業のののの取組方針取組方針取組方針取組方針 　　　　４ ４ ４ ４ 2018年度2018年度2018年度2018年度のののの取組達成状況取組達成状況取組達成状況取組達成状況

■今後の本市の財政状況は、歳入面では、普通交付税の合併特例措置の終了により一般財源の減少が見込まれる。一方、歳出面で
は、扶助費等の社会保障関係費は引き続き増加すると予測され、加えて清掃センター整備等の大規模な社会資本整備も予定されてい
ることから、多額の一般財源の不足が見込まれ、３基金残高は現在より大きく減少すると想定される。
■市債残高については、新規の借入額を償還元金以内に抑制する方針の下、順調に減少してきたが、今後は大規模な社会資本整備が
予定されていることから、これまでのようには減少しないと予測される。

持続可能な財政運営の推進

政策体系 基本事業名
基本事業
主担当課

財政課

2019 年度 基本事業基本事業基本事業基本事業マネジメントシートマネジメントシートマネジメントシートマネジメントシート　(2018　(2018　(2018　(2018年度目標達成度評価)年度目標達成度評価)年度目標達成度評価)年度目標達成度評価)
施策名
6 2

歳入に見合った予算編成と適正な予算執行

政策№

施策№

基本事業№ 



-

　　　　５ ５ ５ ５ 2019年度基本事業2019年度基本事業2019年度基本事業2019年度基本事業のののの取組方針取組方針取組方針取組方針 　　　　６ ６ ６ ６ 2020年度基本事業2020年度基本事業2020年度基本事業2020年度基本事業のののの取組方針取組方針取組方針取組方針
■税務署をはじめ関係機関と緊密に連携し、課税客体等について
情報を収集し、適切・公正な課税に努める。
■固定資産税における死亡者課税を少なくするため、相続人を調
査し、相続人に対して賦課替え等を行い、適切な課税に努める。
■納税お知らせセンターによる納付促進や休日納税相談の実施に
より、自主納付の促進に取り組む。
■市税等については、納付資力がある一方で自主納付されない場
合、差押等の法的措置を徹底する。
■納期内納付向上策として、納めやすい納税環境の更なる整備を
検討する。
■住宅使用料については、納付意欲がなく、誠意が見られない未
納者に対して、住宅の明渡し訴訟を行う。
■市営住宅を退去している未納者については、追跡調査を行うな
どして未納額の減少に努める。

■税務署をはじめ関係機関と緊密に連携し、課税客体等について
情報を収集し、適切・公正な課税に努める。
■固定資産税における死亡者課税を少なくするため、相続人を調
査し、相続人に対して賦課替え等を行い、適切な課税に努める。
■納税お知らせセンターによる納付促進や休日納税相談の実施に
より、自主納付の促進に取り組む。
■市税等については、納付資力がある一方で自主納付されない場
合、差押等の法的措置を徹底する。
■納期内納付向上策として、納めやすい納税環境の更なる整備に
取り組む。
■住宅使用料については、納付意欲がなく、誠意が見られない未
納者に対して、住宅の明渡し訴訟を行う。
■市営住宅を退去している未納者については、追跡調査を行うな
どして未納額の減少に努める。

2
基本事業№ 2

■2019年10月から予定されている消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化等の観点から、住宅に対する税制上の支援策（住宅
ローン減税）や軽自動車税等の環境性能割の臨時的軽減処置が行われる。
■納税環境の整備として、従来の口座振替やコンビニエンスストアでの納付に加え、「ＰａｙＢ」などスマートフォンを通じて納税
する手段を導入する自治体が増えている。
■2019年10月から地方税共通納税システムが全国的に運用開始されることから、法人市民税、住民税（特徴）の納付環境が改善され
る。
■2020年４月１日の改正民法施行に伴い連帯保証人に対し極度額の設定などが必要になるため、住宅使用料に係る連帯保証人ついて
早期の対策を講じる必要がある。

　　　　１１１１　　　　基本事業基本事業基本事業基本事業のののの目的目的目的目的、、、、取組方針取組方針取組方針取組方針（総合計画より）
　資料・情報等の積極的な収集を通じ、課税客体を正確に把握し、適正かつ公平な課税に努めるとともに、電子納付をはじめとする
納付方法を検討し、自主納税しやすい環境づくりに取り組みます。
　また、滞納者に対して、納税相談や徹底した財産調査を行うとともに、差押等の法的措置を強化することで税の公平性の確保に努
めます。
　住宅使用料、保育料についても、徴収の強化を図り、収納率の更なる向上を目指すとともに、文書催告や臨戸訪問を通じ、新たな
滞納の防止に努めます。

　　　　３ ３ ３ ３ 2018年度基本事業2018年度基本事業2018年度基本事業2018年度基本事業のののの取組方針取組方針取組方針取組方針 　　　　４ ４ ４ ４ 2018年度2018年度2018年度2018年度のののの取組達成状況取組達成状況取組達成状況取組達成状況
■固定資産税における死亡者課税を少なくするため、相続人を調
査し、相続人に対して賦課替え等を行い、適切な課税に努める。
■納期内納付を向上させるため、口座振替利用や納税お知らせセ
ンターによる納付の促進を図る。
■市税等については、納付資力がある一方で自主納付されない場
合、差押等の法的措置を徹底する。
■住宅使用料については、納付意欲がなく、誠意が見られない未
納者に対しては、住宅の明渡し訴訟を行う。

■固定資産税における死亡者課税を少なくするため、相続人を調
査し、相続人に対して賦課替え等を行い、適切な課税に努めた
（賦課替えの件数：115件）
■納期内納付を向上させるため、口座振替利用や納税お知らせセ
ンターによる納付の促進を図った。
■差押等の法的措置を徹底して行った。（差押件数：1,900件）
■住宅明渡し請求訴訟を行った。（件数：２件）

　　　　２２２２　　　　基本事業基本事業基本事業基本事業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況（（（（対象者対象者対象者対象者やややや根拠法令等根拠法令等根拠法令等根拠法令等））））はどのようにはどのようにはどのようにはどのように変化変化変化変化しているかしているかしているかしているか、、、、更更更更にににに今後今後今後今後どうどうどうどう変化変化変化変化するかするかするかするか？？？？

持続可能な財政運営の推進

政策体系

政策№ 6
基本事業名 適正・公平な課税・収納

基本事業
主担当課

収納課施策№

2019 年度 基本事業基本事業基本事業基本事業マネジメントシートマネジメントシートマネジメントシートマネジメントシート　(2018　(2018　(2018　(2018年度目標達成度評価)年度目標達成度評価)年度目標達成度評価)年度目標達成度評価)
施策名
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-

　　　　５ ５ ５ ５ 2019年度基本事業2019年度基本事業2019年度基本事業2019年度基本事業のののの取組方針取組方針取組方針取組方針 　　　　６ ６ ６ ６ 2020年度基本事業2020年度基本事業2020年度基本事業2020年度基本事業のののの取組方針取組方針取組方針取組方針
■第1期実施計画前期の振返りを行う。
■霧島市公共施設管理計画の見直しや第1期実施計画後期を策定
し、更なる計画の推進を図る。
■未利用財産の利活用に係るルールを策定する。

■第1期実施計画後期に基づき、施設保有量の適正化等に取り組
む。
■未利用財産の利活用を推進する。

2 市有財産の適切な管理と利活用
基本事業
主担当課

財産管理課施策№

　施設保有量の見直し・適正化を推進し、公共建築物の維持管理や更新等に係る経費の縮減を図ります。
　また、市有地の処分・利活用に関する方針を策定し、未利用財産（普通財産）の売却・有効活用を計画的に進めます。

■「霧島市公共施設管理計画」に掲げる健全財政の堅持と適正な公共サービスを両立するために、引き続き施設保有量の適正化や長
寿命化の推進、維持管理手法の見直し等に取り組んでいかなければならない。また、施設保有量の適正化においては、個別施設ごと
に建物の状態を把握し、今後の施設のあり方を検討する必要がある。なお、2019年度は、計画を策定してから5年目を迎えるため、計
画見直しの手法等について検討する必要がある。
■未利用財産の有効活用については、全庁統一のルールが無いため、その都度処分方法等を検討している状況である。職員の事務負
担の軽減と売却による処分や貸付等による財源確保を図るため、未利用財産の利活用に係るルールづくりが必要となってきている。

　　　　３ ３ ３ ３ 2018年度基本事業2018年度基本事業2018年度基本事業2018年度基本事業のののの取組方針取組方針取組方針取組方針 　　　　４ ４ ４ ４ 2018年度2018年度2018年度2018年度のののの取組達成状況取組達成状況取組達成状況取組達成状況
■第1期実施計画前期に基づき、施設保有量の適正化等に取り組
む。
■施設情報を一元管理できる施設カルテの整備を進める。
■施設の方向性だけでなく、施設において提供している公共サー
ビスの今後の方向性についても、施設分類別に方針としてまとめ
る。
■維持管理コストを削減するために、高圧受電施設の電気調達の
入札を行う。
■2019年度は、計画策定後5年目を迎えるため、霧島市公共施設管
理計画の見直しや第１期実施計画後期の策定準備を進める。

■老人ホームを民営化したほか、廃止した市営住宅等の除却を行
い、施設保有量の適正化に取り組んだ。
■市民生活に身近な276施設について、施設カルテを作成した。
■施設分類の大－中分類別の取組方針を作成した。
■53施設について、電気調達の入札を実施し、電気料金の削減を
図った。
■2020年度からの5年間で重点的に取組む対象施設の仕分け作業に
着手した。

　　　　２２２２　　　　基本事業基本事業基本事業基本事業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況（（（（対象者対象者対象者対象者やややや根拠法令等根拠法令等根拠法令等根拠法令等））））はどのようにはどのようにはどのようにはどのように変化変化変化変化しているかしているかしているかしているか、、、、更更更更にににに今後今後今後今後どうどうどうどう変化変化変化変化するかするかするかするか？？？？

2019 年度

　　　　１１１１　　　　基本事業基本事業基本事業基本事業のののの目的目的目的目的、、、、取組方針取組方針取組方針取組方針（総合計画より）

基本事業基本事業基本事業基本事業マネジメントシートマネジメントシートマネジメントシートマネジメントシート　(2018　(2018　(2018　(2018年度目標達成度評価)年度目標達成度評価)年度目標達成度評価)年度目標達成度評価)
施策名

基本事業№ 3
.
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政策№ 6
基本事業名


